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三原地域循環型社会形成推進地域計画（第 2期） 

 

三原市 

世羅町 

三原広域市町村圏事務組合 

 

承認 平成 20年 2月 29日 

変更承認 平成 25年 3月 29日 

変更報告 平成 25年 7月 11日 

第２期承認 平成 26年 3月 27日 

変更報告 平成 26年 12月 25日 

変更承認 平成 29年 3月 30日 

 

１ 地域の循環型社会形成を推進するための基本的な事項 

（１）対象地域 

構成市町村名 三原市，世羅町 

面 積 三原市 471.13 km2【平成 22年 10月 1日時点】 

  世羅町 278.14 km2【平成 27年 3月 26日時点】 

人 口 三原市 99,673人 【平成 25年 3月 31日現在】 

  世羅町 17,732人 【平成 25年 3月 31日現在】 

（２）計画期間 

本計画は，平成 26年 4月 1日から平成 33年 3月 31日までの 7 年間を計画期間とする。 

なお，目標の達成状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ，必要な場合には計画を見直す

ものとする。 

（３）基本的な方向 

三原地域（以下「本地域」という。）は三原市及び世羅町の地域とする。 

三原市は，中国・四国地方のほぼ中心に位置している。三原市の南部には，沼田川流域

の平野に加えて，瀬戸内海と山地に挟まれた帯状の平野が広がり，北部には，世羅台地の

一部をなす丘陵状の平地が広がっている。また，産業面では，大手製造業等の大工場の立

地により旧三原市が近代工業都市として発展したほか，本郷町・久井町・大和町は米作地

域としての役割を果たしてきた。また，古くから海上・陸上交通の要衝として発展し，広

島空港・山陽新幹線や山陽自動車道（本郷ＩＣ，三原久井ＩＣ）といった高速交通ネット

ワークに恵まれている。 

世羅町は，広島県の中東部に位置し，東に府中市，南に尾道市，三原市，西に東広島市，

北に三次市と周囲を 5 市に囲まれており，近隣の中都市である尾道市・三原市・三次市に

20～30ｋm圏内にあり，また広島空港にも約 36kmと近い位置にある。役場本庁舎がある市

街地には国道 184 号・432 号・主要地方道三原東城線が，せらにし支所がある小国地域で

は主要地方道世羅甲田線・吉舎豊栄線・三次大和線がそれぞれ放射線状に伸び，さらに町

の中央部を横断する形で「世羅高原ふれあいロード（通称）」が国道・県道と交差している。 

ごみ処理については，三原市清掃工場（旧久井町分を除く三原市分を焼却），エコワイズ
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センター（旧久井町分，世羅町分を甲世衛生組合で固形燃料化）において可燃ごみを処理

し，三原広域市町村圏事務組合不燃物処理工場で不燃ごみ，粗大ごみの処理を実施してい

る。さらに，最終処分は三原市一般廃棄物最終処分場で行われている。なお，エコワイズ

センターでの処理不適物は甲世衛生組合 一般廃棄物最終処分場で最終処分される。 

今後は，容器包装リサイクル法等に基づく３Ｒを推進しながら，施設の老朽化や長期的

事業計画に対応した施設の統廃合を進める計画である。 

ここで三原市清掃工場は，平成 11年に供用開始して既に 14年が経過していることから，

機械設備の老朽化が著しい。また，福山リサイクル発電事業の契約期間が平成 30年度まで

であるため，平成 31年度以降，旧久井町分と世羅町分の可燃ごみも受け入れることを前提

に検討を進める。現時点では，各機器の補修等で対応できないため，基幹的設備の改良事

業により抜本的な機能改善を図る。 

三原広域市町村圏事務組合が管理する不燃物処理工場は，資源化ごみの分別細分化に対

応するため，設備を増設してきたことにより設備が点在化し，作業動線が非効率であった

り，最も古い設備（管理棟）は昭和 49 年に設置され，老朽化も進んでいる。したがって，

新しく不燃物処理場の整備を行う。 

また，三原市清掃工場の焼却残渣は，三原市一般廃棄物最終処分場の残余容量が少ない

ため，平成 28年 6月から広島県環境保全公社の施設に外部搬出する。 

生活排水処理に関しては，流域関連公共下水道，特定環境保全公共下水道，集落排水施

設及び浄化槽（個人設置及び市町村設置）により事業を推進している。今後は，生活雑排

水処理を推進することで水環境の向上に努めるため，集合処理施設への早期接続や単独処

理浄化槽から合併処理浄化槽への転換，浄化槽整備が推進されるよう啓発に努める。平成

22～25年度に三原市汚泥再生処理センターを整備し，生活排水の適正処理・再資源化を推

進している。 
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２ 循環型社会形成推進のための現状と目標 

（１）一般廃棄物等の処理の現状 

本地域の平成 24年度の一般廃棄物の排出，処理状況は図１のとおりである。 

総排出量は，集団回収量も含め，40,734トンであり，再生利用される「総資源化量」は

7,553トン，リサイクル率（＝(直接資源化量＋中間処理後の再生利用量＋集団回収量)／(ご

みの総処理量＋集団回収量)）は 18.5％である。 

中間処理による減量化量は，27,924トンであり，集団回収量を除いた排出量の 71.9％が

減量化されている。また，集団回収量を除いた排出量の 13.5％に当たる 5,257トンが埋め

立てられている。 

なお，中間処理量のうち，焼却量は 32,195トンである。焼却施設では，温水の場内利用

を行っている。 

 

集団回収量

1,880ｔ

排出量

38,854ｔ

計画処理量

38,854ｔ

100％

自家処理量

0ｔ

直接資源化量

125ｔ

0.3％

中間処理量

38,729ｔ

99.7％

直接最終処分量

0ｔ

0％

処理残渣量

10,805ｔ

27.8％

減量化量

27,924ｔ

71.9％

処理後再生利用量

5,548ｔ

14.3％

処理後最終処分量

5,257ｔ

13.5％

最終処分量

5,257ｔ

13.5％

総資源化量

7,553ｔ

 
 

図１ 本地域の一般廃棄物処理状況フロー（平成 24年度） 
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（２）生活排水の処理の現状 

ア 三原市 

平成 24年度の生活排水の処理状況及びし尿・汚泥等の排出量は次のとおりである。 

生活排水処理対象人口は，全体で 99,673 人であり，水洗化人口は 57,520 人，汚水衛生

処理率は 57.7％である。 

し尿発生量は 16,883kl/年，浄化槽汚泥発生量は 38,748kl/年であり，処理・処分量（＝

収集・運搬量）は 55,631kl/年である。 

 

図２－１ 三原市の生活排水の処理状況フロー（平成 24年度） 

 

 

イ 世羅町 

平成 26年度の生活排水の処理状況及びし尿・汚泥等の排出量は次のとおりである。 

生活排水処理対象人口は，全体で 17,253人であり，水洗化人口は 8,933人，汚水衛生処

理率は 51.8％である。 

し尿発生量は 3,541kl/年，浄化槽汚泥発生量は 10,985kl/年であり，処理・処分量（＝

収集・運搬量）は 14,526kl/年である。 

 

図２－２ 世羅町の生活排水の処理状況フロー（平成 26年度） 

 

未処理人口 

8,320 人（48.2％） 

総 人 口 

17,253 人（100％） 

処理人口 

8,933 人（51.8％） 

公共下水道 

567 人（3.3％） 

集落排水施設等 

686 人（4.0％） 

合併処理浄化槽等 

7,680 人（44.5％） 

単独処理浄化槽 

3,122 人（18.1％） 

非水洗化人口 

5,198 人（30.1％） 

浄化槽汚泥発生量 

10,985kl/年 

し尿発生量 

3,541kl/年 

未処理人口 

42,153 人（42.3％） 

総 人 口 

99,673 人（100％） 

処理人口 

57,520 人（57.7％） 

公共下水道 

30,573 人（30.7％） 

集落排水施設等 

1,321 人（1.3％） 

合併処理浄化槽等 

25,626 人（25.7％） 

単独処理浄化槽 

19,496 人（19.6％） 

非水洗化人口 

22,657 人（22.7％） 

浄化槽汚泥発生量 

38,748kl/年 

し尿発生量 

16,883kl/年 
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（３）一般廃棄物等の処理の目標 

本計画の計画期間中においては，廃棄物の減量化を含め循環型社会の実現を目指すもの

とし，表 1のとおり目標量について定め，それぞれの施策に取り組んでいくものとする。 

 

表１ 減量化，再生利用に関する現状と目標 

指    標 
現状（割合※１） 

（平成 24年度） 

目標（割合※１） 

（平成 33年度） 

排出量 

事業系 
総排出量 

 

16,217 ｔ  

 

14,115 ｔ 

 

(-13.0％) 

1事業所当たりの排出量※２ 

 

2.8 ｔ/事業所  

 

2.5 ｔ/事業所 

 

(-10.7％) 

家庭系 
総排出量 

 

22,637  ｔ  

 

19,364 ｔ 

 

(-14.5％) 

1人当たりの排出量※３ 

 

173 kg/人  

 

161  kg/人 

 

(-6.9％) 

合計 事業系家庭系排出量合計 

 

38,854  ｔ  

 

33,479 ｔ 

 

(-13.8％) 

再生利用量 
直接資源化量 

 

125 ｔ (0.3％) 

 

255 ｔ 

 

(0.8％) 

総資源化量 

 

7,553 ｔ 

 

(19.4％) 

 

6,745 ｔ 

 

(20.1％) 

熱回収量 熱回収量（年間の発電電力量） 

 

－  －  

減量化量 中間処理による減量化量 

 

27,924 ｔ 

 

(71.9％) 

 

25,196 ｔ 

 

(75.3％) 

最終処分量 埋立最終処分量 

 

5,257 ｔ 

 

(13.5％) 

 

4,988  ｔ 

 

(14.9％) 

※１ 排出量は現状に対する割合，その他は排出量に対する割合 
※２ (１事業所当たりの排出量)＝｛(事業系ごみの総排出量)－(事業系ごみの資源ごみ量)｝／(事業所数)（H24:5,634 

H33:5,612） 
※３ (１人当たりの排出量)＝｛(家庭系ごみの総排出量)－(家庭系ごみの資源ごみ量)｝／(人口)（H24：117,405 H33:106,682） 
《指標の定義》 

排 出 量：事業系ごみ，生活系ごみを問わず，出されたごみの量(集団回収されたごみを除く)〔単位：トン〕 
再生利用量：集団回収量，直接資源化量，中間処理後の再生利用量の和〔単位：トン〕 
熱 回 収 量：熱回収施設において発電された年間の発電電力量〔単位：ＭＷｈ〕 

減 量 化 量：中間処理量と処理後の残渣量の差〔単位：トン〕 
最終処分量：埋立処分された量〔単位：トン〕 
 

集団回収量

3,450ｔ

排出量

33,479ｔ

計画処理量

33,479ｔ

100％

自家処理量

0ｔ

直接資源化量

255ｔ

0.8％

中間処理量

33,224ｔ

99.2％

直接最終処分量

0ｔ

0％

処理残渣量

8,028ｔ

24.0％

減量化量

25.196ｔ

75.3％

処理後再生利用量

3,040ｔ

9.1％

処理後最終処分量

4,988ｔ

14.9％

最終処分量

4,988ｔ

14.9％

総資源化量

6,745ｔ

 

図３ 本地域の目標達成時の一般廃棄物処理状況フロー（平成 33 年度） 
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（４）生活排水処理の目標 

生活排水処理については，表２に掲げる目標のとおり，公共下水道及び浄化槽の整備を

進めていくものとする。 

 

表２－１ 三原市の生活排水処理に関する現状と目標 

 平成 24年度実績 平成 33年度目標 

処理形態別人口 

公共下水道 30,573人 (30.7％) 41,623 人 (45.7％) 

集落排水施設等 1,321 人 (1.3％) 1,471 人 (1.6％) 

合併処理浄化槽等 25,626 人 (25.7％) 29,557 人 (32.4％) 

未処理人口 42,153 人 (42.3％) 18,459 人 (20.3％) 

合  計 99,673 人  91,110 人  

し尿･汚泥 

の量 

汲み取りし尿量 16,883 ｷﾛﾘｯﾄﾙ 8,111 ｷﾛﾘｯﾄﾙ 

浄化槽汚泥量 38,748 ｷﾛﾘｯﾄﾙ 35,496 ｷﾛﾘｯﾄﾙ 

合  計 55,631 ｷﾛﾘｯﾄﾙ 43,607 ｷﾛﾘｯﾄﾙ 

 

 

※割合(％)は，四捨五入で算出しているため，合計が合わない箇所がある。 

図３－１ 三原市の生活排水処理に関する目標（平成 33年度） 

 

未処理人口 

18,459 人（20.3％） 

総 人 口 

91,110 人（100％） 

処理人口 

72,651 人（79.7％） 

公共下水道 

41,623 人（45.7％） 

集落排水施設等 

1,471 人（1.6％） 

合併処理浄化槽等 

29,557 人（32.4％） 

単独処理浄化槽 

8,142 人（8.9％） 

非水洗化人口 

10,317 人（11.3％） 

浄化槽汚泥発生量 

35,496kl/年 

し尿発生量 

8,111kl/年 
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表２－２ 世羅町の生活排水処理に関する現状と目標 

 平成 26年度実績 平成 33年度目標 

処理形態別人口 

公共下水道 567人 (3.3％) 1,600 人  (10.3％) 

集落排水施設等 686人 (4.0％) 645人 (4.1％) 

合併処理浄化槽等 7,680 人 (44.5％) 8,976 人  (57.6％) 

未処理人口 8,320 人 (48.2％) 4,351 人  (27.9％) 

合  計 17,253人  15,572 人  

し尿･汚泥 

の量 

汲み取りし尿量 3,541 ｷﾛﾘｯﾄﾙ 1,852 ｷﾛﾘｯﾄﾙ 

浄化槽汚泥量 10,985 ｷﾛﾘｯﾄﾙ 9,906 ｷﾛﾘｯﾄﾙ 

合  計 14,526 ｷﾛﾘｯﾄﾙ 11,758 ｷﾛﾘｯﾄﾙ 

 

 

※割合(％)は，四捨五入で算出しているため，合計が合わない箇所がある。 

図３－２ 世羅町の生活排水処理に関する目標（平成 33年度） 

 

未処理人口 

4,351 人（27.9％） 

総 人 口 

15,572 人（100％） 

処理人口 

11,221 人（72.1％） 

公共下水道 

1,600 人（10.3％） 

集落排水施設等 

645 人（4.1％） 

合併処理浄化槽等 

8,976 人（57.6％） 

単独処理浄化槽 

1,827 人（11.7％） 

非水洗化人口 

2,524 人（16.2％） 

浄化槽汚泥発生量 

9,906kl/年 

し尿発生量 

1,852kl/年 
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３ 施策の内容 

（１）発生抑制，再使用の推進 

本地域では，「三原市一般廃棄物処理実施計画」，「三原市一般廃棄物処理基本計画（平成 28

年 4 月改定）」，「世羅町一般廃棄物処理実施計画」，「世羅町一般廃棄物処理基本計画（平成 27

年 2 月）」に基づき，ごみの発生抑制・再生利用のための各種事業を推進している。今後とも，

各種事業を継続・拡充するとともに，新たな事業の検討を行うなど，ごみの発生抑制，再使用

等の推進を図る。主要な施策は次のとおりである。 

 

ア ごみ処理有料化（実施：三原市，世羅町） 

三原市内から排出される家庭系ごみは，「もやすごみ」について，有料指定袋制を導入して

いる。その他の「もやさないごみ」，「資源化ごみ」，「大型ごみ」の処理は無料としている。

また，事業系ごみは，すべて従量制により手数料を徴収している。 

ごみ処理有料化は，排出量に応じた公平な費用負担が確保されるとともに，ごみに対する

意識向上と減量化の動機付けとなり，ごみの発生抑制・再資源化に有効な方策と考えられる。 

今後とも，ごみ処理費用の適正負担を目的として標準的なコスト分析手法に基づき，ごみ

処理手数料の適宜見直しを検討する。 

 

イ 環境教育，普及啓発，助成（実施：三原市，世羅町） 

ごみの減量，リサイクルの啓発，普及を目的とした出前講座，広報，ごみ処理施設の見学

会，環境教育活動，イベント（生涯学習フェスティバル）を実施しており，これらをもとに，

さらにごみ減量への理解と協力を求めるためのＰＲを積極的に行う。 

家庭・事業所向けに発生抑制に関するノウハウを記載したマニュアルや，エコショップ，

リサイクルショップに関する情報を取りまとめた情報を発信する。集団回収事業や生ごみ処

理機器（生ごみ処理容器，電動式生ごみ処理機）購入助成制度など発生抑制に関する助成制

度を継続する。また，バザーやフリーマーケット等のリサイクル活動，リサイクル推進店舗

等の情報提供や各種活動を実施する場所提供等の支援により，事業の活性化を図る。 

可燃ごみや不燃ごみの中に資源となるものが混入していることから，ホームページや広報

などにより，住民・事業者に分別の徹底を促進させる。 

 

ウ マイバッグ運動・レジ袋対策（実施：三原市，世羅町） 

レジ袋の廃止や日常的な生活用品等に対する過剰包装の自粛，簡素化を推進するため，製

造業者や販売業者での取組みを行うよう働きかける。 

 

エ 事業所ごみに対する徹底指導（実施：三原市，世羅町） 

一定規模以上の事業所（大規模建築物・大型店舗）に対して，ごみの減量計画の策定を義

務付け，年次報告書の提出を求めること,また，成果に応じて優良事業所の認定等を行うこと

など実施に向けた取り組み方針を検討する。 

 

オ 店頭回収システムの強化（実施：三原市） 

牛乳パック，食品トレイ，ペットボトルのように再生可能なものは，店頭回収を推進する

よう，業界に要請し，市民の協力を得るよう働きかける。 
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カ 生活排水対策（実施：三原市，世羅町） 

家庭等から排出される汚濁負荷量の削減のため，次の啓発活動の強化を図る。 

・広報活動の実施 

・廃油ポット，三角コーナーネット，拭取り紙等の排出抑制用品の普及 

・無リン洗剤，せっけんの使用 

・浄化槽の適正管理 

・米のとぎ汁は，庭や植木などに散布する 

・廃食油は凝固剤によって固めるか，回収に出す 
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（２）処理体制 

ア 家庭ごみの処理体制の現状と今後 

分別区分及び処理方法については，表３のとおりである。 

現在，三原市のごみ分別は，もやすごみ，もやさないごみ，資源化ごみ，大型ごみの

４区分であり，もやすごみは焼却施設と固形燃料化施設（旧久井町分のみ甲世衛生組合

による）で処理している。その他のごみは，三原市及び世羅町で構成する三原広域市町

村圏事務組合の不燃物処理工場で処理している。三原市の資源化ごみの品目は，かん類・

きれいなびん，ペットボトル，プラスチック製容器包装及び集団回収による古紙等であ

る。現在，集団回収による資源物は直接回収業者が資源化している。 

世羅町のごみ分別は，可燃ごみ，可燃性粗大ごみ，不燃ごみ，資源化ごみ，不燃性粗

大ごみの５区分であり，可燃ごみと可燃性粗大ごみは，固形燃料化施設で処理しており，

その他のごみは，三原広域市町村圏事務組合の不燃物処理工場で処理している。 

今後も，再資源化をより一層促進するための事業と啓発を継続して実施する。特に，

古紙等の再資源化を促進するため，資源集団回収を強化するとともに，補完的に三原市

のストックヤードや民間回収等の活用を促進する。もやすごみの処理施設は,三原市が運

営管理を行い,その他のごみの処理体制は世羅町との共同処理を継続する。 

世羅町の可燃ごみと可燃性粗大ごみは，福山リサイクル発電事業の契約期間が平成 30

年度までであるため，平成 31年度以降，三原市清掃工場にて処理することを検討する。 

 

イ 事業系一般廃棄物の処理体制の現状と今後 

事業活動に伴って，商店・飲食店・会社・事業所などから排出される廃棄物（事業系

ごみ）は，事業者自らの責任において適正に処理しなければならない。 

事業系一般廃棄物は，事業者自らが処理するか，あるいは一般廃棄物収集運搬許可業

者により処理をするよう指導している。事業所から排出される一般廃棄物にも多くの資

源物が含まれていることから，民間回収業者の利用や三原市のストックヤードを利用し

た効率的な回収方法等について多量排出事業所等との協議により，回収体制づくりを検

討するとともに，「ごみ減量計画策定」の指導・助言等を行っていく。 

 

ウ 生活排水処理の現状と今後 

生活排水の処理については，市内の各地で実施している公共下水道の普及を図ってい

くとともに，公共下水道が整備されない人口散在地域では，浄化槽の整備を進めていく。

なお，大和町地域では浄化槽市町村整備推進事業を実施し，大和町地域を除く三原市と

世羅町では浄化槽設置整備事業を実施する。 

 

エ 最終処分場の現状と今後 

本地域では，三原市清掃工場での焼却残渣と三原広域市町村圏事務組合の不燃物処理

工場での不燃残渣を三原市一般廃棄物最終処分場に埋立処分し，エコワイズセンターで

の処理不適物を甲世衛生組合一般廃棄物最終処分場に埋立処分している。 

なお，三原市清掃工場の焼却残渣は，三原市一般廃棄物最終処分場の残余容量が少な

いため，平成 28年 6月から広島県環境保全公社の施設に外部搬出する。 
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オ 今後の処理体制の要点 

① 三原市清掃工場は，老朽化及び CO2削減に対応するため，基幹的設備改良事業を実

施する。 

② 古紙等の再資源化を促進する。 

③ 事業系一般廃棄物に対して，資源化・減量化推進するため，指導・助言等を行う。 

④ 人口散在地域における浄化槽の整備を促進する。 

⑤ 新不燃物処理工場の整備に向けた事業を促進する。 
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表３－１ 三原地域の家庭ごみの分別区分と処理方法の現状と今後（三原市） 

現状（平成 24年度） 

 

今後（平成 33年度） 

三原市 

分別区分 処理方法 

処理施設等 処理 

実績 

（ﾄﾝ） 

分別区分 
分別区分 処理方法 処理施設等 処理実績 一次処理 二次処理 

もやすごみ 

焼却 三原市清掃工場 16,335ｔ 

もやすごみ 焼却 三原市清掃工場 

一般財団法人  

広島県環境 

保全公社 

14,038ｔ もやすごみ 

固形燃料化 
甲世衛生組合 

ｴｺﾜｲｽﾞｾﾝﾀｰ 
303ｔ 

もやさないごみ 

（不燃物・きれいなび

ん・発火性危険ごみ） 

選別 

梱包 

圧縮 

三原広域 

市町村圏 

事務組合 

不燃物処理工場 

1,659ｔ もやさないごみ 

選別 

梱包 

圧縮 

新不燃物処理工場 

三原市一般廃棄物

最終処分場 
1,577ｔ もやさないごみ 

資
源
化
ご
み
※ 

かん類 
選別 

圧縮 

1,957ｔ 

かん類 
リ

サ

イ

ク

ル 

選別 

圧縮 
（売却） 

1,891ｔ 

かん類 

ペットボトル 
圧縮 

梱包 

ペットボトル 
圧縮 

梱包 
指定法人 

ペットボトル 

プラスチック製 

容器包装 

プラスチック製 

容器包装 

プラスチック製 

容器包装 

大型ごみ 解体 329ｔ 大型ごみ 解体 （売却） 225ｔ 
家電リ法指定 

品目以外 

※上記とは別に，資源集団回収事業により新聞・雑誌・段ボール・びん・缶・布類を回収している。 
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表３－２ 三原地域の家庭ごみの分別区分と処理方法の現状と今後（世羅町） 

現状（平成 24年度） 

 

今後（平成 33年度） 

世羅町 

分別区分 処理方法 

処理施設等 

処理実績 分別区分 
分別区分 処理方法 処理施設等 処理実績 一次処理 二次処理 

可燃ごみ 

可燃性粗大ごみ 
固形燃料化 

甲世衛生組合 

ｴｺﾜｲｽﾞｾﾝﾀｰ 
1,339ｔ 

可燃ごみ 

可燃性粗大ごみ 
焼却 三原市清掃工場 

一般財団法人  

広島県環境 

保全公社 

1,028ｔ 
可燃ごみ 

可燃性粗大ごみ 

不燃ごみ 

破砕 

選別 

圧縮 

梱包 

三原広域 

市町村圏 

事務組合 

不燃物処理工場 

301ｔ 不燃ごみ 

破砕 

選別 

圧縮 

梱包 

新不燃物処理工場 

三原市一般廃棄物

最終処分場 
242ｔ 不燃ごみ 

資源化ごみ 354ｔ 資源化ごみ （売却） 316ｔ 資源化ごみ 

不燃性粗大ごみ 60ｔ 不燃性粗大ごみ 
三原市一般廃棄物

最終処分場 
47ｔ 不燃性粗大ごみ 
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（３）処理施設等の整備 

ア 廃棄物処理施設 

（２）の処理体制で処理を行うため，表４のとおり，必要な施設整備を行う。 

 

表４ 整備する処理施設 

事業番号 整備施設種類 事業名 処理能力 設置予定地 事業期間 

１ 焼却施設 
廃棄物処理施設の 

基幹的設備改良事業 
128t/17H 

三原市 

八坂町 
H26～H28 

２ 
マテリアルリサイクル

推進施設 

（仮称）新不燃物処理

工場整備事業 
20t/5H 

三原市 

八坂町 
H30～H31 

（整備理由） 

事業番号 1 基幹的設備の老朽化 

事業番号 2 既存施設の老朽化 

 

イ 浄化槽の整備 

浄化槽の整備については，表５のとおり行う。 

 

表５ 浄化槽への移行計画  

三原市 

事  業 

直近の整備済 

基数（基） 

(平成 24 年度) 

整備計画基数 

（基） 

整備計画人口 

（人） 
事業期間 備考 

浄化槽設置整備事業 155 1,190 3,794 H26～H32 3.18人/基 

浄化槽市町村整備推進事業 13 175 539 H26～H32 3.08人/基 

その他地方単独事業 － － － － － 

合 計 168 1,365 4,333 － － 

 

世羅町 

事  業 

直近の整備済 

基数（基） 

(平成 26 年度) 

整備計画基数 

（基） 

整備計画人口 

（人） 
事業期間 備考 

浄化槽設置整備事業 2,357 350 868 H28～H32 － 

浄化槽市町村整備推進事業 － － － － － 

その他地方単独事業 － － － － － 

合 計 2,357 350 868 － － 
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（４）施設整備に関する計画支援事業 

（３）の施設整備に先立ち，表６のとおり計画支援事業を行う。 

 

表６ 実施する計画支援事業 

事業番号 事業名 事業内容 事業期間 

31 
廃棄物処理施設の基幹的設備改良事業（事業番号

１）に係る計画支援事業 
発注仕様書等作成 H26 

32 
（仮称）新不燃物処理工場整備事業（事業番号２）

に係る計画支援事業 

測量・地質調査 

基本設計 

発注仕様書作成 

生活環境影響調査 

H29 
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（５）その他の施策 

その他，地域の循環型社会を形成する上で，次の施策を実施していく。 

 

ア 再生利用品の需要拡大事業 （実施：三原市） 

分別収集や資源選別による資源回収を推進するため，リサイクルの流れや，市民のご

み減量化への努力の結果について，廃棄物全般の情報提供とあわせて継続した市民周知

を行い，発生抑制や適正排出につなげるなど，廃棄物に対する意識向上に努める。さら

に，廃棄物の循環的利用の促進には再生品の利用拡大が重要であり，エコマーク商品や

広島県が認定するリサイクル製品などの積極的な利用拡大に努める。 

 

イ 廃家電のリサイクルに関する普及啓発 （実施：三原市） 

廃家電等（家電リサイクル法対象品目，パソコン，小型家電リサイクル法対象品目等）

のリサイクルについては，特定家庭用機器再商品化法，資源有効利用促進法及び小型家

電リサイクル法に基づく適切な回収，再商品化がなされるよう，引き続き関連団体や小

売店などと協力し，普及啓発を行う。 

 

ウ 不法投棄対策 （実施：三原市，世羅町） 

ごみの不法投棄やステーションへの不適切排出などが懸念されることから，職員等の

パトロール強化により巡回指導体制を講じる。各地域町内会等の生活環境委員等と連携

し，不法投棄の防止と不適正排出者への指導により，ごみ減量と環境美化の推進を図る。 

 

エ 災害時の廃棄物処理に関する事項 （実施：三原市，世羅町） 

災害ごみの収集運搬及び保管場所などの体制については，災害の種類・規模及びごみ

の種類・発生量に応じて，臨機応変に公共施設等の公園,広場,駐車場等を臨時の集積場

所に指定して，収集運搬処理を行っている。 

今後は，災害発生時のごみ処理をより適切且つ効率的に行っていくために，三原市地

域防災計画，世羅町地域防災計画等の周知や広域的な協力体制の確保を図り，地域内及

び周辺地域との連携体制を構築する。 

災害時に発生する廃棄物については，集積場所・処分場所の増設，変更など，今後，

さらに災害廃棄物処理に関する調査・研究を行い，より充実した対応が可能となるよう

臨時集積場所を指定するなどの検討を行う。また，一時避難場所で発生する生活ごみや

仮設トイレの汚物処理も考慮する。 

 

※臨時集積場所･･･今後検討する。 

※処分する場所･･･一般廃棄物最終処分場（家屋等の建設廃材は，産廃処分とする。） 
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４ 計画のフォローアップと事後評価 

（１）計画のフォローアップ 

三原市は，毎年，計画の進捗状況を把握し，その結果を広報誌等において公表する。

また，必要に応じて，広島県及び国と協議しつつ，計画の進捗状況を勘案し，計画の見

直しを行う。 

 

（２）事後評価及び計画の見直し 

計画期間終了後，処理状況の把握を行い，その結果が取りまとまった時点で，計画の

事後評価，目標達成状況の評価を行う。 

また，評価の結果を公表するとともに，評価結果を次期計画策定に反映させるものと

する。 

なお，計画の進捗状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ，必要に応じ計画を見直すも

のとする。 
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様式１ 

循環型社会形成推進交付金事業実施計画総括表１（平成 26年度） 

１ 地域の概要 

(1)地域名 三原地域 (2)地域内人口 117,405 人 (3)地域面積 749.27km2 

(4)構成市町村等名 三原市，世羅町 (5)地域の要件* 人口 面積 沖縄 離島 奄美 豪雪 山村 半島 過疎 その他 

(6)構成市町村に一部事務組合等が 

含まれる場合，当該組合の状況 

組合を構成する市町村：           設立（予定）年月日：  年  月  日設立，認可予定 

設立されていない場合，今後の見通し： 

*交付要綱で定める交付対象となる要件のうち，該当する項目全てに○を付ける。      

２ 一般廃棄物の減量化，再生利用の現状と目標 

年 

指標・単位 

過去の状況・現状（排出量に対する割合） 目標 

平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 33年度 

排 出 量 

事業系 
総排出量(ﾄﾝ) 17,684 16,798 17,347 16,682 16,217 

 14,115 

(H24 比 -13.0%) 

１事業所当たりの排出量(ﾄﾝ/事業所) 3.1 2.9 3.0 2.9 2.8 2.5 

家庭系 
総排出量(ﾄﾝ) 23,547 25,185 23,412 22,978 22,637 

 19,364 

(H24比 -14.5%) 

１人当たりの排出量(kg/人) 171 189 177 176 173  161 

合計 事業系家庭系排出量合計 41,231 41,983 40,759 39,660 38,854 
 33,479 

(H24比 -13.8%) 

再 生 利 用 量 

直接資源化量(ﾄﾝ) 
0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

125 

(0.3%) 

255  

(0.8%) 

総資源化量(ﾄﾝ) 
8,330 

(20.3%) 

8,116 

(19.3%) 

7,869 

(19.3%) 

7,679 

 (19.4%) 

 7,553 

(19.4%) 

 6,745 

(20.1%) 

熱 回 収 量 熱回収量(年間の発電電力量 MWh) － － － － － － 

中間処理による減量化量 減量化量(中間処理前後の差 ﾄﾝ) 
29,368 30,046 29,380 28,391 27,924 25,196 

(71.2%) (71.6%) (72.1%) (71.6%) (71.9%) (75.3%) 

最 終 処 分 量 埋立最終処分量(ﾄﾝ) 
5,971 6,147 5,746 5,600 5,257 4,988 

(14.5%) (14.6%) (14.1%) (14.1%) (13.5%) (14.9%) 

 再生利用量には，固形燃料 

最終処分量は，不燃物処理残渣，焼却残渣を含む。 最終処分量は，不燃物処理残渣，焼却残渣を含む。
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３ 一般廃棄物処理施設の現況と更新，廃止，新設の予定 

施設種別 
事業 
主体 

現有施設の内容 更新，廃止，新設の内容 
備考 型式及び 

処理方式 
補助の 
有無 

処理能力 
(単位) 

開始 
年月 

更新，廃止 
予定年月 

更新，廃止 
新設理由 

型式及び 
処理方式 

施設竣工 
予定年月 

処理能力 
(単位) 

焼却施設 

三原市 

准連 有 128(ｔ/17H)      H11.3 H29.3 
老朽化， 

基幹的設備改良 

准連続 

ストーカ式 
H29.3 128(ｔ/17H)  

し尿処理施設 高負荷脱窒 有 176（kl/日） H25.8 ― ― ― ― ―  

最終処分場 管理型 有 146,000(ｍ3) H10.4 ― ― ― ― ―  

マテリアル 

リサイクル 

推進施設 

三原広域 

市町村圏 

事務組合 

選別 

梱包 

圧縮 

有 

圧縮 50ｔ/日 

選別 30ｔ/日 

梱包 11ｔ/5H 

S49.3 H32.3 老朽化 

選別 

梱包 

圧縮 

H32.3 20t/日  

※計画地域内の施設の状況（現況，予定）を地図上に示したものを添付。 

 

４ 生活排水処理の現状と目標 

 三原市 

 

指標・単位 

過 去 の 状 況 ・ 現 状 目 標 

平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 33年度 

総人口  103,623 102,606 101,745 100,764 99,673 91,110 

公共下水道 
汚水衛生処理人口 25,575 26,942 28,183 29,489 30,573 41,623 

汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 24.7 26.3 27.7 29.3 30.7 45.7 

集落排水施設等 
汚水衛生処理人口 1,279 1,355 1,366 1,326 1,321 1,471 

汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3  1.6 

合併処理浄化槽等 

（コミプラ含む） 

汚水衛生処理人口 24,327 24,824 28,010 25,432 25,626 29,557 

汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 23.5 24.2 27.5 25.2 25.7 32.4 

未処理人口 汚水衛生未処理人口 52,442 49,485 44,186 44,517 42,153 18,459 

※別添資料として指標と人口等の要因に関するトレンドグラフを添付。 
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世羅町 

 

 指標・単位 

過 去 の 状 況 ・ 現 状 目 標 

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成33年度 

 総人口  17,984 17,727 17,732 17,488 17,253 15,572 

 公共下水道 
  汚水衛生処理人口 

  汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 

315 

1.8 

481 

2.7 

505 

2.8 

521 

3.0 

567 

3.3 

1,600 

10.3 

 集落排水施設等 
  汚水衛生処理人口 

  汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 

772 

4.3 

750 

4.2 

758 

4.3 

746 

4.3 

686 

4.0 

645 

4.1 

 合併処理浄化槽等 

（コミプラ含む） 

  汚水衛生処理人口 

  汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 

7,168 

39.9 

7,208 

40.7 

7,276 

41.0 

7,475 

42.7 

7,680 

44.5 

8,976 

57.6 

未処理人口   汚水衛生未処理人口 9,729 9,288 9,193 8,746 8,320 4,351 

 

５ 浄化槽の整備の状況と更新，廃止，新設の予定 

三原市 

施設種別 事業主体 
現有施設の内容 整備予定基数の内容 

備  考 
基  数 処理人口 開始年月 基  数 処理人口 目標年次 

浄化槽設置整備事業 設置者 4,037 9,285 H2.4 1,190 3,794 H33  

浄化槽市町村整備推進事業 三原市 436 1,217 H14.4 175 539 H33  

世羅町 

施 設 種 別 事業主体 
現 有 施 設 の 内 容 整備予定基数の内容 

備    考 
基  数 処理人口 開始年月 基   数 処理人口 目標年次 

浄化槽設置整備事業 設置者 2,357 5,845 H2.4 350 868 H33 
現有施設の内容欄の数値は

平成26年末時点の実績値 
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様式２                循環型社会形成推進交付金事業実施計画総括表２（平成 26年度） 

事業名称 単位 開始 終了
平成
26年度

平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

平成
30年度

平成
31年度

平成
32年度

平成
26年度

平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

平成
30年度

平成
31年度

平成
32年度

2,113,587 52,417 633,507 1,427,663 1,196,235 52,278 558,421 585,536

廃棄物処理施設の

基幹的設備改良事業

2,440,000 1,220,000 1,220,000 2,366,800 1,183,400 1,183,400

（仮称）新不燃物処理工場整
備事業

２
三原広域
市町村圏
事務組合

20 t/5h H30 H31 2,440,000 1,220,000 1,220,000 2,366,800 1,183,400 1,183,400

廃棄物処理施設の

基幹的設備改良事業

（仮称）新不燃物処理工場整
備事業

32
三原広域
市町村圏
事務組合

H29 H29 39,000 39,000 39,000 39,000

1,715 基 757,979 79,797 79,797 117,997 120,097 120,097 120,097 120,097 698,379 79,797 79,797 106,749 108,009 108,009 108,009 108,009

浄化槽設置整備事業 ３ 三原市 1,190 基 H26 H32 369,187 52,741 52,741 52,741 52,741 52,741 52,741 52,741 369,187 52,741 52,741 52,741 52,741 52,741 52,741 52,741

浄化槽市町村整備推進事業 ３ 三原市 175 基 H26 H32 189,392 27,056 27,056 27,056 27,056 27,056 27,056 27,056 189,392 27,056 27,056 27,056 27,056 27,056 27,056 27,056

浄化槽設置整備事業 ３ 世羅町 350 基 H28 H32 199,400 38,200 40,300 40,300 40,300 40,300 139,800 26,952 28,212 28,212 28,212 28,212

5,360,666 142,314 713,304 1,545,660 159,097 1,340,097 1,340,097 120,097 4,310,514 142,175 638,218 692,285 147,009 1,291,409 1,291,409 108,009合　　　計

○浄化槽に関する事業

10,100 10,10010,100

　計画支援に関する事業

31 三原市 H26 H26 10,100

0 0 39,00039,000 49,100 10,10049,100 10,100 0 0

○再生利用に関する事業

○施設整備に関する

1,196,235 52,278 558,421 585,5362,113,587 52,417 633,507 1,427,663

交付対象事業費（千円）

備考

○熱回収等に関する事業

１ 三原市 128 ｔ/17 H26 H28

事　業　種　別
事業
番号

事業
主体
名称

規　模
事業期間
交付期間

総事業費（千円）

 
※浄化槽設置事業及び浄化槽市町村整備推進事業は，既存計画により承認済み。 
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様式３        地域の循環型社会形成推進のための施策一覧 

施策 

種別 

事業

番号 

施策の 

名称等 
施策の概要 

実施 

主体 

事業期間 交

付

金 

事業計画 

備考 
開始 終了 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

平成 

31年度 

平成 

32年度 

発生抑

制，再使

用の推

進に関

するも

の 

11 

ごみ処理有

料化 

有料指定袋制度の導入 
三原市 

世羅町 
継続   

        

ごみ処理料金の検討  

        

12 

環境教育 

普及啓発 

ポスター標語募集コン

クール，施設見学，社

会科副読本の作成 

三原市 

世羅町 
継続   

        

環境教育 普及啓発  

        

13 

マイバッグ

持参運動 

マイバッグ運動の実

施，消費者協会等へ協

力，活動支援 

三原市 

世羅町 
継続   

        

マイバッグ持参運動の推進  

        

14 

指定ごみ袋

等の導入 

指定袋制の実施による

分別の適正化を推進 三原市 

世羅町 
継続   

        

分別の適正化を推進  

        

15 

集団回収 

の推進 

町内会，PTA，学校等に

よる集団回収の実施・

助成 

三原市 

世羅町 
継続   

        

集団回収の推進  

        

16 

生ごみ 

の減量化 

生ごみのコンポスト容

器等による堆肥化・資

源化の実施・助成 

三原市 

世羅町 
継続   

        

生ごみ堆肥化によるごみ減量化等の推進  

        

17 

店頭回収シ

ステムの強

化 

店頭回収を推進するよ

う要請・協力体制の啓

発 
三原市 継続   

        

店頭回収の推進  

        

18 

生活排水対

策 

現在進めている公共下

水道や合併処理浄化槽

の普及促進 

三原市 

世羅町 
継続   

        

公共下水道や合併処理浄化槽の普及促進  

        

処理体

制の構

築，変更

に関す

るもの 

21 

事業系一般

廃棄物の処

理体制 

事業系一般廃棄物の適

正処理の推進，分別と

排出抑制の指導 
三原市 継続   

        

適正処理指導・分別の徹底  

        

22 

リサイクル

の推進 

保管施設等を整備し資

源化を推進する。 三原市 H26   

        

施設の利用,ﾘｻｲｸﾙの推進  

        

23 

施設整備に

伴う受入体

制の変更 

農業集落排水汚泥，大

型合併浄化槽汚泥，特

環下水汚泥の受入体制

を変更 

三原市 H26   

        

段階的変更  

        

24 

生活排水 

の適正処理 

人口散在地域における

合併処理浄化槽の普及

促進による適正処理の

実施 

三原市 継続   

       
関連 
事業 
3 

浄化槽の普及促進 

       

処理施

設の整

備に関

するも

の 

１ 

廃棄物処理施設

基幹的設備改良

事業 

廃棄物処理施設の基幹

的設備改良 三原市 H26 H28 ○ 

        

 基幹的設備改良      

        

２ 

新不燃物処

理工場整備

事業 

（仮称）新不燃物処理

工場の整備 

 

三原広域 

市町村圏 

事務組合 

H30 H31 ○ 

       

     処理工場整備  

       

３ 

浄化槽の整

備 

浄化槽設置に対して補

助することで，農業地

域等における水環境を

保全 

三原市 H26 H32 ○ 

       

関連 
事業 
24 

浄化槽の整備 

       

世羅町 H28 H32 ○ 

       

  浄化槽の整備 

       

施設整

備に係

る計画

支援に

関する

もの 

31 
１の 

計画支援 

発注仕様書等作成 
三原市 H26 H26 ○ 

        

発注仕様書作成        

        

32 

２の 

計画支援 

測量・地質調査 

基本設計 

発注仕様書作成 

生活環境影響調査 

三原広域 

市町村圏 

事務組合 

H29 H29 ○ 

        
   測量･地質調査     
   基本設計     
   仕様書作成     
   環境調査     
        

その他 

41 

再生利用品

の需要拡大

事業 

再生利用品の利用拡大

の推進，市民啓発の推

進 

三原市 継続  

         

 普及啓発活動  

         

42 

廃家電ﾘｻｲｸ

に対する普

及啓発 

廃家電のﾘｻｲｸﾙに関す

る普及啓発 三原市 継続  

         

 普及啓発活動  

         

43 
不法投棄対

策 

適正排出の指導とパト

ロールの強化 
三原市 

世羅町 
継続  

         

 適正排出の指導・パトロール強化  

         

44 
災害時の廃

棄物処理 

災害時を想定した体制

の整備について検討 
三原市 

世羅町 
継続  

         

 体制整備を検討  
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【参考資料様式１】 

 

施設概要（リサイクル施設系） 

都道府県名 広島県 

(1) 事業主体名 三原広域市町村圏事務組合 

(2) 施設名称 （仮称）新不燃物処理工場 

(3) 工期 H30～H31 

(4) 施設規模 20t/5H 

(5) 処理方式 選別,梱包,圧縮 

(6) 地域計画内の役割 
不燃ごみと資源化ごみを鉄・アルミ・ペットボトル等の資源物を選

別する。また，粗大ごみの破砕，機械選別，圧縮処理等を行う 

(7) 
廃焼却施設解体工事 

の有無 
無 

(8) ストック対象物 
鉄，アルミ，プラスチック製容器包装，ペットボトル，びん（白色・

茶色・その他），その他プラスチック類，小型家電 

 

(9) 事業計画額 2,440,000千円（消費税等 8%，施工監理費含む） 
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【参考資料様式２】 

 

施設概要（熱回収施設系） 

都道府県名 広島県 

(1) 事業主体名 三原市 

(2) 施設名称 三原市清掃工場 

(3) 工期 H26～H28 

(4) 施設規模 128(ｔ/17H) 

(5) 処理方式 准連続，ストーカ方式 

(6) 余熱利用の計画 
１． 発電の有無     無 

２． 熱回収の有無    有（熱回収率 約 2.9％） 

(7) 地域計画内の役割 

基幹的設備改良事業により，当初の処理能力まで回復し，本地域の

可燃ごみを安定処理して熱回収を行う。また，CO2 排出量は 3.1％

削減される見込みである。 

(8) 
廃焼却施設解体工事 

の有無 
無 

   

(9) 事業計画額 2,113,587千円 
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【参考資料様式５】 

 

施設概要（浄化槽系） 
都道府県名 広島県 

 

(1) 事業主体名 三原市 

(2) 事業名称 
浄化槽設置整備事業 

浄化槽市町村整備推進事業 

(3) 
事業の実施目的及び

内容 

生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し，住民の生活環境の改善

及び保全を図るため，下水道認可区域外で浄化槽を設置整備する。なお,

市町村設置型は大和町地域とする。 

(4) 事業期間 平成 26年度～平成 32 年度 

(5) 事業対象地域の要件 浄化槽設置整備事業実施要綱 第３（１）イ 

（カ）自然公園等すぐれた自然環境を有する地域 

（キ）上記と同等以上に雑排水対策の必要な地域 

浄化槽市町村整備推進事業実施要綱 第３（１）イ 

（サ）既に事業を実施している地域 

(6) 事業計画額 交付対象事業費      558,579千円 

うち （以下の事業を実施する場合） 

・低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業に係る事業費     千円 

・浄化槽整備区域促進特別モデル事業に係る事業費      千円 

 
 

○ 事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模 

【浄化槽設置整備事業の場合】 

区分 
交付対基数 

（3,794 人分） 
うち 

単独撤去 
基準額 

(単独撤去:90 千円) 
対象経費 
支出予定額 

交付対象 
事業費 

5 人槽 511基 （1,505人分） 基 332千円 147,574千円 147,574千円 

6～7人槽 651基 （2,163人分） 基 414千円 210,105千円 210,105千円 

8～10 人槽 28 基 （  126人分） 基 548千円 11,508千円 11,508千円 

11～20人槽 基 （     人分） 基 千円 千円 千円 

21～30人槽 基 （     人分） 基 千円 千円 千円 

31～50人槽 基 （     人分） 基 千円 千円 千円 

51 人槽以上 基 （     人分） 基 千円 千円 千円 

改築  基     

計画策定調査費       

合計 1,190 基 
改築を除く 

（3,794人分） 

 
基  369,187千円 369,187千円 
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【浄化槽市町村整備推進事業の場合】 

区分 
交付対基数 
（539 人分） 

うち 
単独撤去 

基準額 
(単独撤去:90 千円) 

対象経費 
支出予定額 

交付対象 
事業費 

5 人槽 35 基 （  105人分） 基 837千円 29,295千円 29,295千円 

6～7人槽 133基 （  399人分） 基 1,043 千円 138,719千円 138,719千円 

8～10 人槽 7 基 （   35人分） 基 1,375 千円 14,973千円 14,973千円 

11～15人槽 基 （     人分） 基 千円 千円 千円 

21～30人槽 基 （     人分） 基 千円 千円 千円 

31～50人槽 基 （     人分） 基 千円 千円 千円 

51 人槽以上 基 （     人分） 基 千円 千円 千円 

事務費等    6,405 千円 6,405 千円 

合計 175基 （  539人分） 基  189,392千円 189,392千円 

 

 

○ 事業対象地域が「経済的・効率的である地域」の場合の経済性・効率性の比較 

（複数の地区が該当する場合は，当該地区ごとに下表を添付すること） 

  市町村総人口              市町村世帯数          

  対象地域人口              対象地域世帯数         

 総建設費 
１年当たり 

建設費 

１年当たり 

維持管理費 

１年当たり 

コスト 

集合処理で整備した場合     

個別処理で整備した場合     

  施設比較検討の積算内容資料を添付（様式は自由） 
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【参考資料様式５】 

施設概要（浄化槽系） 

 

都道府県名 広島県    

 

 (1) 事業主体名 世羅町 

 (2) 事業名称 浄化槽設置整備事業 

 (3) 事業の実施目的及び内容 

町中心部より外れた地域においては，依然として生活排水が未処理の

まま排出されている家庭が多く存在する。このため，公共用水域の水

質汚濁の防止，生活環境の保全を図ることを目的として浄化槽設置整

備事業により浄化槽設置を推進する。 

 (4）事業期間 平成28年度～平成32年度 

 (5) 事業対象地域の要件 
下水道法第４条第１項の認可を受けた公共下水道の事業認可区域及

び農業集落排水処理施設の供用区域を除く区域 

 (6) 事業計画額 

 交付対象事業費 139,800千円 

 うち  （以下の事業を実施する場合） 

 ・低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業に係る事業費   千円 

 ・浄化槽整備区域促進特別モデル事業に係る事業費    千円 

 

 

○  事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模 

 【浄化槽設置整備事業の場合】 

区分 
交付対基数 
（868 人分） 

うち 
単独撤去 

基準額 
(単独撤去:90 千円) 

対象経費 
支出予定額 

交付対象 
事業費 

5 人槽 140基 （347 人分） 24 基 332千円 66,600千円 48,640千円 

6～7人槽 200基 （496 人分） 32 基 414千円 124,800千円 85,680千円 

8～10 人槽 10 基 （25人分） 0 基 548千円 8,000 千円 5,480 千円 

11～20人槽 基 （     人分） 基 千円 千円 千円 

21～30人槽 基 （     人分） 基 千円 千円 千円 

31～50人槽 基 （     人分） 基 千円 千円 千円 

51 人槽以上 基 （     人分） 基 千円 千円 千円 

改築  基     

計画策定調査費       

合計 350基 
改築を除く 

（868 人分） 

 
56 基 千円 199,400千円 139,800千円 
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【参考資料様式６】 

 

計画支援概要 

都道府県名 広島県 

(1) 事業主体名 三原市 

(2) 事業目的 廃棄物処理施設の基幹的設備改良事業のため 

(3) 事業名称 発注仕様書等作成 

(4) 事業期間 平成 26年度 

(5) 事業概要 発注仕様書作成，工事設計書等を作成する。 

(6) 事業計画額 10,100（千円） 

 

(1) 事業主体名 三原広域市町村圏事務組合 

(2) 事業目的 （仮称）新不燃物処理工場の整備 

(3) 事業名称 測量･地質調査 基本設計 
発注仕様書等 

作成 
環境影響調査 

(4) 事業期間 H29 H29 H29 H29 

(5) 事業概要 

建設予定地の測
量及び地形，地質
調査を実施する。 
 

事業計画の詳細
検討及び基本設
計・実施設計を行
う。 

発注仕様書作成，
工事設計書等を
作成する。 
 

建設予定地周辺
の環境調査を実
施し，事業の影響
を予測評価する。 

(6) 事業計画額 7,300（千円） 12,800（千円） 14,900（千円） 4,000（千円） 
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添付資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 対象地域及び施設配置 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
添付資料 1(1) 三原市 対象地域及び施設配置 

 

三原広域市町村圏事務組合 
不燃物処理工場 

三原市清掃工場（対象事業） 
三原市一般廃棄物最終処分場 
ストックヤード 

三原市汚泥再生処理センター 
汚泥再生処理センター（予定地） 

浄化槽市町村整備推進事業（対象事業） 
（大和町地域） 

浄化槽設置整備事業（対象事業） 
（大和町地域を除く全域） 
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添付資料 1(2) 世羅町 対象地域及び施設配置 
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添付資料 2(1) 三原市生活排水処理基本計画図 
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添付資料 2(2) 世羅町生活排水処理基本計画図 
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添付資料 3  現有処理施設の概要 
 

施設名 種類 対象地域 処理能力 所在地 竣工年 

三原市清掃工場 焼却 

三原地域 

本郷地域 

大和地域 

128t／17H 三原市八坂町 H11 

エコワイズセンター 

（甲世衛生組合） 
固形燃料化 

久井地域 

世羅郡世羅町 
16ｔ／日 

世羅郡世羅町 

大字川尻 
H10 

不燃物処理工場 

（三原広域市町村圏事

務組合） 

選別・梱包・圧縮 
三原市 

世羅郡世羅町 

圧縮 50ｔ／日 

選別 30ｔ／日 

梱包 11ｔ／5H 

他 

三原市久井町

坂井原 
S49～ 

三原市 

一般廃棄物最終処分場 

最
終
処
分 

焼却残渣 

不燃等の 

処理残渣 

三原市 
埋立容量 

163,000ｍ3 
三原市八坂町 H10 

甲世衛生組合 

一般廃棄物最終処分場 

最
終
処
分 

RDF不適物 
久井地域 

世羅郡世羅町 

埋立容量 

1,690ｍ3 

世羅郡世羅町 

大字川尻 
H6 

三原市汚泥再生処理 

センター 
し尿処理 

三原市 176kl／日 
三原市 

沼田東町七宝 
H25 

甲世衛生組合美化セン

ター（甲世衛生組合） 
世羅郡世羅町 35kl／日 

世羅郡 

世羅町川尻 
S62 

※対象地域のなかの「三原地域」，「本郷地域」，「久井地域」，「大和地域」は，それぞれ合併前の

「三原市」，「本郷町」，「久井町」，「大和町」の地域をいう。 

※三原市一般廃棄物最終処分場で埋立している焼却残渣は，平成 28年 6月より，広島県環境保全

公社の施設に外部搬出する。 

※甲世衛生組合美化センターは，H27 から対象地域が世羅町のみとなり，管理者が甲世衛生組合

から世羅町に変更となるため，施設名が「世羅町美化センター」に変更となる。なお，世羅町

美化センターとしての竣工年は，H27となる。 
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H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33

行政区域内人口

推計実績

（ 人 ）

 
H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33

行政区域内人口 122,117 120,835 119,729 118,036 117,405 116,405 115,690 114,642 112,224 111,127 110,034 108,943 107,854 106,682  

0

5,000
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20,000
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35,000
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45,000

50,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33

ごみ排出量

推計実績

（ｔ／年）

 
H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33

ごみ排出量 41,231 41,983 40,759 39,660 38,854 36,386 36,728 37,229 35,656 35,178 34,715 34,248 33,870 33,479  

 

 

 
 

添付資料 4(1)指標と人口等の要因に関するトレンドグラフ 
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推計実績

（ｔ／年） 資源化

 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33
資源化量 8,330 8,116 7,869 7,679 7,553 7,452 8,763 8,758 8,842 8,794 8,755 6,527 6,584 6,745
資源化率 20.2% 19.3% 19.3% 19.4% 19.4% 20.5% 23.9% 23.5% 24.8% 25.0% 25.2% 19.1% 19.4% 20.1%  
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最終処分量 最終処分率

推計実績

（ｔ／年） 最終処分

 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33
最終処分量 5,971 6,147 5,746 5,600 5,257 5,203 5,154 5,079 5,027 4,967 4,909 5,102 5,045 4,988
最終処分率 14.5% 14.6% 14.1% 14.1% 13.5% 14.3% 14.0% 13.6% 14.1% 14.1% 14.1% 14.9% 14.9% 14.9%  

添付資料 4(2)指標と人口等の要因に関するトレンドグラフ 
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自家処理人口 し尿収集人口 単独処理浄化槽人口 集落排水施設人口 下水道人口 合併処理浄化槽人口

推計実績

 
H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33

自家処理人口 1,759 1,658 1,516 1,316 1,130 1,051 869 704 733 675 615 558 500 441
し尿収集人口 27,331 25,752 24,398 22,810 21,527 20,350 19,465 17,539 16,432 15,108 13,788 12,472 11,194 9,876
単独処理浄化槽人口 23,352 22,075 18,272 20,391 19,496 16,984 16,047 12,570 13,546 12,455 11,367 10,282 9,228 8,142
集落排水人口 1,279 1,355 1,366 1,326 1,321 1,463 1,604 1,577 1,551 1,547 1,543 1,539 1,476 1,471
下水道人口 25,575 26,942 28,183 29,489 30,573 31,508 32,521 37,167 35,144 36,446 37,748 39,049 40,351 41,623
合併処理浄化槽人口 24,327 24,824 28,010 25,432 25,626 27,561 27,784 27,915 28,148 28,452 28,751 29,041 29,320 29,557  
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推計実績

 

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33
自家処理人口 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
し尿収集人口 5,309 5,401 5,397 5,192 5,198 4,883 3,847 3,577 3,311 3,045 2,781 2,524
単独処理浄化槽人口 4,311 3,887 3,796 3,554 3,122 3,026 2,785 2,591 2,397 2,205 2,014 1,827
集落排水人口 772 750 758 746 686 675 711 699 687 676 664 645
下水道人口 315 481 505 521 567 612 1,201 1,276 1,351 1,425 1,500 1,600
合併処理浄化槽人口 7,168 7,208 7,276 7,475 7,680 7,783 8,126 8,301 8,476 8,651 8,826 8,976  

 

添付資料 4(3)指標と人口等の要因に関するトレンドグラフ 

世羅町 

三原市 
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添付資料 5(1) 三原市 家庭ごみの分別ガイド 
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添付資料 5(2) 世羅町 家庭ごみの分別ガイド 


